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賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果（令和４年） 

～1,111 事業場に対し、合計４億 5,864 万円の支払を指導～ 
 

 北海道労働局（局長 友藤
ともふじ

 智
とし

朗
あき

）は、このたび、令和４年（令和４年１月から令和４

年12月まで）に賃金不払が疑われる事業場に対して管下17労働基準監督署・支署が実施し

た監督指導の結果を取りまとめましたので、監督指導の是正事例とともに公表します。 

 この公表は、これまで、支払額が１企業当たり100万円以上の割増賃金の不払事案のみ

を集計してきましたが、今回から、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計するこ

ととし、これにともに伴い、集計内容を変更しています。変更点の詳細については、別紙

Ｐ５を参照ください。 

 

令和４年の監督指導による賃金不払の是正結果のポイント(詳細 別紙） 

 

１ 令和４年に北海道の労働基準監督署（支署）で取り扱った賃金不払事案の件数、対象 

労働者数及び金額は以下のとおりです。 

（１）件    数      1,150件 

（２）対象労働者数      6,932人 

（３）金    額     ５億76万円 

 

２ 労働基準監督署（支署）が取り扱った賃金不払事案（上記１）のうち、令和４年中に、 

労働基準監督署（支署）の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は 

以下のとおりです。 

（１）件    数      1,111件（96.6％） 

（２）対象労働者数      6,756人（97.5％） 

（３）金    額   ４億5,864万円（91.6％） 
  ※１ 令和４年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。 

※２ 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。 

※３ 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。 

３ 今後の取組 

 北海道労働局では引き続き、賃金不払事案の解消に向け、監督指導を徹底していきま

す。 

Press Release 



１．監督指導状況（令和４年） 別紙

① 件数

② 対象労働者数

③ 金額

１

支払われなかった件数
39件（3.4％）

件数
計1,150件

支払われた件数
1,111件（96.6％）

（単位︓事業場）

支払われなかった
労働者数
176人（2.5％）

労働者数
計6,932人

支払われた労働者数
6,756人（97.5％）

（単位︓人）

支払われなかった金額
4,212万円（8.4％）

金額

計５億76万円

支払われた金額
４億5,864万円（91.6％）

１事案における最大
支払金額

4,626万円

（単位︓万円）



２．業種別の監督指導状況（令和４年）

（単位︓万円）

（単位︓人）

（単位︓事業場）

① 件数

② 対象労働者数

③ 金額

２

商業

239件（21%）

製造業

201件（18%）

建設業

184件（16%）

保健衛生業

116件（10%）

運輸交通業

108件（9%）

接客娯楽業

102件（9%）

その他

200件（17%）

（※）その他の内訳
清掃・と畜業 38件（3.3％）
畜産・水産業 23件（2.0％）
教育・研究業 13件（1.1％）
その他 126件（11.0％）

件数
計1,150件

製造業

1,723人（25%）

商業

997人（14%）

建設業

930人（13%）

運輸交通業

854人（12%）

保健衛生業

732人（11%）

接客娯楽業

403人（6%）

その他

1,293人（19%）

労働者数
計6,932人

（※）その他の内訳
教育・研究業 200人（2.9％）
畜産・水産業 157人（2.3％）
清掃・と畜業 148人（2.1％）
その他 788人（11.4％）

商業

12,651万円（25%）

運輸交通業

8,687万円（18%）
建設業

6,473万円（13%）

製造業

4,612万円（9%）

保健衛生業

3,410万円（7%）

接客娯楽業

3,060万円（6%）

その他

11,183万円（22%）

金額
計５億76万円

（※）その他の内訳
畜産・水産業 874万円（1.7％）
清掃・と畜業 729万円（1.5％）
教育・研究業 497万円（1.0％）
その他 9,083万円（18.1％）



３ 

３．賃金不払残業の解消のための取組事例 

事例１（業種︓その他の建設業）  
 

 

 
◆ 労働時間の申告について、「始業は定時のみ、終業は 19 時以降不可」との情報

を基に、労働基準監督署が立入調査を実施。 
◆ 労働時間は、支店、営業所によってパソコンのオン・オフまたは手書きの出退勤

記録に記載する方法で管理されていたが、定時前に業務を開始している形跡を認
め、過去に遡って実態調査を行うよう指導した。 

◆ １か月で 80 時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者が認められたた
め、労働時間の縮減等の健康確保対策を講じるよう指導した。 

 

 

 
 

◆関係記録と出退勤記録の照合とともに、労働者各人との個別面談を行ったところ、
出退勤記録との乖離を認め、労働時間の適正な記録を徹底するとともに、差額の割
増賃金を支払った。 

◆労使の懇談会で長時間労働の改善策について協議し、定時退社日の徹底や年休取得
の促進、会議の効率化等、複数の対策を講じることとした。 

 

事例２（業種︓教育・研究業）  
 

 

 
◆ 労働者からの「休憩時間が取得できない」等の情報を基に、労働基準監督署が立

入調査を実施。 
◆ 労働時間の記録が出勤簿の押印のみであったため、実態調査を行ったところ、法

令上の休憩時間（６時間超働く場合は 45 分、８時間超働く場合は１時間）が取
得されていない、労働時間の途中に休憩時間が取得されていない状況が認められ
た。 

◆ 上記以外にも、時間外労働割増賃金の計算方法に誤りがあることや、週 40 時間
を超える勤務を時間外労働として算定していない等の問題点が認められた。 

 

 

 
 

◆労働時間管理のためタイムカードを導入するとともに、「一斉休暇の適用除外に関す
る労使協定」を締結し、労働者が交代で休憩を確保できるようにした。 

◆時間外労働割増賃金の計算方法を改めるとともに、過去に遡及して不足する割増賃
金を支払った。 

 

賃金不払残業の状況【キーワード︓適正な労働時間の記録の阻害】 

事業場が実施した解消策 

賃金不払残業の状況【キーワード︓休憩時間、時間外労働】 

事業場が実施した解消策 



４ 
 

事例３（業種︓通信業）  
 

 

 
◆ ３６協定で定める法定休日労働の上限（月２回）を超える、月３回の法定休日労

働が確認された。 
◆ 賃金規定で管理職手当を一定時間相当額の固定残業代として規定していたが、実

際の金額が賃金規定に定める一定時間相当額を下回っている者が生じていた。 
◆ 以上の状況から、労働者の休日労働の管理の徹底を指導するとともに、残業代の

不足額の支払いと、賃金規定の見直しを指導した。 

 

 

 
 

◆休日労働に関しては、総務部門から時間外労働が多い社員とその上司に連絡し、業
務内容の確認や今後の見通しの共有、振替休日の取得推進を図ることとした。 

◆管理職手当（固定残業代）に関しては、不足分の差額を該当する労働者に支払った
上、賃金規定の改定を行い、金額の不足が生じないようにした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

賃金不払残業の状況【キーワード︓休日労働、固定残業代】 

事業場が実施した解消策 



（参考１：昨年度集計内容からの変更点）

今回の集計内容と昨年度の集計内容では、以下の点が異なります。

（参考２：100万円以上の支払状況）

②令和３年度の状況（昨年度集計内容（※）との比較）
（※）令和４年11月２日公表「監督指導による賃金不払残業の是正結果（令和３年度）」

５

今回の集計内容 昨年度の集計内容

集計期間 年単位
（令和４年１月～令和４年12月）

年度単位
（令和３年４月～令和４年３月）

集計事業場の単位 事業場数 企業数

集計対象となる賃金 定期賃金（退職金を含む）
割増賃金、休業手当

割増賃金のみ

集計対象となる事案 １事案当たり１円以上
支払ったもの

１事案当たり100万円以上
支払ったもののみ

①令和４年の状況
１ 令和４年（令和４年１月～令和４年12月まで）に北海道の労働基準
監督署（支署）で取り扱った、定期賃金や割増賃金などを含めた全ての
賃金不払事案のうち、100万円以上の支払いについて指導した事業場数、
対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
（１）件 数 100企業
（２）対象労働者数 2,280人
（３）金 額 ３億3,395万円

２ 労働基準監督署（支署）が取り扱った賃金不払事案（上記１）のうち、
令和４年中に、労働基準監督署（支署）の指導により使用者が賃金を支
払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
（１）件 数 91企業（91.0％）
（２）対象労働者数 2,129人（93.3％）
（３）金 額 ２億9,754万円（89.1％）

令和３年度（令和３年４月～令和４年３月まで）に北海道の労働基準
監督署（支署）で取り扱った、割増賃金不払事案のうち、100万円以上を
支払った企業の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
（１）件 数 69企業
（２）対象労働者数 1,496人
（３）金 額 ２億7,016万円


